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事例11 出会い系サイト                           配付資料

 

 
 

チャット 掲
けい

示
じ

板
ばん

 

メッセンジャー 

インターネット上にはい

ろいろなコミュニケーショ

ンツールが存在
そんざい

し、不
ふ

特定
とくてい

多
た

数
すう

の人との出会い

が可
か

能
のう

です。 

カラオケに行

きたいけど、だれ

か連れて行って

くれる人いない

かな？ 

携
けい

帯
たい

の出会い系
けい

で誘
さそ

おうか？カラ

オケに連れて行っ

てくれる人いませ

んか。 

カラオケぐらいお

ごってやるよ。 

タバコもあるし、少し

お酒もどうだい。 

お小遣
こ づ か

いが少ないな

ら、いいアルバイト紹介し

てあげるよ。 

ほんの軽い気持ちでも、出会い系
けい

サイ

トの掲
けい

示
じ

板
ばん

に書
か

き込
こ

みをすると恐
おそ

ろしい

ワナがまち受けている。お小
こ

遣
づか

いをくれ

るからというおいしい話は特に危
き

険
けん

。会

ってからでは取り返しがつかないよ。 

出会
で あ

い系
け い

犯罪
は ん ざ い

に巻
ま

き込
こ

まれないために！

掲
けい

示
じ

板
ばん

に、金
きん

銭
せん

等
など

を示して異
い

性
せい

との交
こう

際
さい

を持ちかける書
か

き込
こ

みをす

ると、それだけで罪
つみ

になります。遊びでやるのもいけません。 

アンケートやプレゼントのＷｅｂページには、出会い系
けい

に接
せつ

続
ぞく

する

罠
わな

が仕
し

掛
か

けあることがあるので注意しましょう。

ポイント 
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                               教師用資料

＜背 景＞ 

 インターネット上にはさまざまなコミュニケーションツールが存在し、特定、不

特定を問わず、いろいろな人同士がコミュニケーションを図っています。中には出

会いそのものを目的とするサイトも存在し、それを利用した児童買春や凶悪犯罪な

ども多発しています。そのような背景から、いわゆる出会い系サイト規制法が施行

され、成人・児童にかかわらず、処罰されるようになりました。 

 

 

＜事件事故の例＞ 
例１ わいせつ目的誘拐、強姦 

インターネットのチャットで知り合った小学６年の女児を自宅に連れ込み、乱

暴したとして、大学生をわいせつ目的誘拐と強姦の疑いで逮捕した。 

  

例２ 出会い系サイト規制法（インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘

引する行為の規制などに関する法律）違反 

インターネットの出会い系サイト掲示板に、女子児童を対象としたわいせつな

交際を求める書き込みをした男性を逮捕した。 

 
 

＜指導上の留意点＞ 

 コミュニケーションツールの特性と、出会い系サイトの存在について理解させると

ともに、出会い系サイト規制法についても指導しておくことが大切です。 

１． 出会い系サイトにはアクセスしない。 

２． インターネット上の掲示板などへの書き込みには十分注意する。 

 

 

＜解説例＞ 

 
 掲示板などに書き込みするとき、金銭などを

示して異性との交際を持ちかけると法律で罰せ

られます。これは大人・子どもにかかわらず罰

則の対象になるので注意してください。 

見ず知らずの人からメールが送られてきた場

合、ほとんどがアダルトサイトや出会い系サイ

トにつながるようになっています。不用意にク

リックして不当請求の被害にあったり、犯罪に

巻き込まれたりすることのないよう気を付けま

しょう。 

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する

法律」（平成 15 年９月 13 日施行） 

→ 100 万円以下の罰金 

1. 児童との性交渉を持ちかけただけで違反 
2. 金銭等を示して、児童との「異性交際」を持ちかけただけで違反 
3. 不正な書き込みをした者は、成人・児童にかかわらず罰則の対象 
（ここでいう「児童」は、18 歳未満の者） 
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